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遇
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に
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質
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に
対
し
、
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す
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一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
個
人
が
行
う
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
う
ち
、
現
行
法
上
、
国
会
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び

長
並
び
に
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
一
方
、
指

定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
所
得
控
除
の
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
税
に
係
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で
、
広
域
的
な
政
治
活
動
に
関
す
る
政
治

資
金
の
個
人
拠
出
を
促
進
す
る
と
い
う
見
地
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
当
該
措
置
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
は
、
寄
附
に
係
る

団
体
の
政
治
活
動
の
広
域
性
等
の
観
点
を
踏
ま
え
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
に
「
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
へ
の
寄
附
に
つ
い
て
も
、
所
得

控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治
活
動
の
在
り
方
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 


